
貸　借　対　照　表

（平成16年3月31日現在）
（単位：千円）

科　　　　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　　　　目 金　　　額

（資　　産　　の　　部） （負　　債　　の　　部）

437,626 314,846

172,728 47,720

190,970 50,000

20,537 17,160

330 98,963

10,830 20,231

23,860 28,037

22,368 6,576

△ 3,998 182

12,549

33,425

216,794

77,962 34,358

17,471 28,550

109,810 5,808

△ 49,320 349,205

88,057 （資　　本　　の　　部）

87,769 157,410

288 94,789

94,789

50,775 40,008

22,320 40,008

25,412

9,241 13,008

△ 6,197 305,216

654,421 654,421
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１.重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

   その他有価証券 

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法に 

より処理し、売却原価は移動平均法により算出しております。） 

      時価のないもの・・・移動平均法による原価法      

 

（２）たな卸資産の評価基準および評価方法 

   仕掛品・・・個別法による原価法 

   貯蔵品・・･最終仕入原価法 

 

（３）固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産・・・定率法によっております。主な耐用年数については次の通りであります。 

建  物・・・15 年 

工具器具備品・・・4～6 年 

   無形固定資産・・・定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

（４）引当金の計上基準 

   貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能 

見込額を計上しております。 

 

   賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当 

期の負担額を計上しております。 

 

（５）リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

（６）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。 
 
（７）計算書類等の表示方法 

  当期から「商法施行規則の一部を改正する省令」の規定を適用し、改正後の商法施行規則に基づい

て計算書類等を作成しております。 



２．貸借対照表関係注記 

 

（１）旧商法 280 条の 19 第 1 項の規定による新株引受権 

発行すべき株式の種類     普通株式 

株式の発行価額   一株につき 2,878 円 

新株引受権の残高       4,086 千円 

 

（注）なお、当社は新株引受権の行使価格の調整方法として、コンバージョンプライス方式を採用してお

り、上記新株引受権の行使価格は、平成 12 年 12 月 27 日、平成 13 年 1 月 17 日、平成 13 年 2 月 7 日

付の有償株主割当増資を行ったことにより、当初の 50,000 円から当期末現在で 2,878 円に変更しており

ます。 

 

（２）配当制限 

商法施行規則第 124 条第 3 号に規定された資産の時価評価により増加した純資産額は 13,008 千

円です。 

 

３．損益計算書関係注記 

 

（1）一株当たり当期純利益      323 円 84 銭 
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